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感染症予防対策の徹底について
（緊急事態宣言延長に伴う今後の対応）

初秋の候、保護者の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃より、本校の教育活動に対し、ご理解とご協力いただいておりますことに感謝申し
上げます。
さて、福岡県では、9 月 30 日(木)までの緊急事態宣言の延長が決定いたしました。依
然として感染者も多く、予断を許さない状況が続いています。
つきましては、下記の通り時差登校や下校時刻の繰り上げ等について、30 日(木)まで
延長することになりましたので、ご確認いただきますようお願いいたします。
学校では、引き続き子どもたちの安心・安全を守るために、感染症対策を強化してまい
ります。ご家庭でも、登校前の健康状態の確認や学校への連絡等の徹底についてこれまで
同様にお願いいたします。

記

○学校における取組の延長

○学校における継続及び強化
１ 時差下校
昇降口付近の密を避けるため、学年によって１０分程度の時差をつけて下校

（学級の中でも、半分ずつ教室を出す等、密にならない対策を実施）
※学年によって下校時刻に違いがありますので、学級通信等でご確認ください。

２ 手洗い、換気、マスク着用の徹底および感染リスクの高い活動の禁止
これまでの感染防止対策の徹底
※給食時間の換気の強化
※登下校中や下校後の学校外でのマスク着用の呼びかけの強化

【裏面もご覧ください】

１ 時差登校期間の延長
８月２７日(金)～９月１０日(金)⇒ 延長 ９月１３日(月)～９月３０日(木)
登校時間帯の密を避け、個別の健康観察を詳細に行うために実施
７：４５～８：０５ 中央駅前区、緑ヶ浜区
８：０５～８：２５ 上府区、よつば区、中央駅西区
※ 上記の時間に学校に着くように登校させてください。ご家庭の都合で、設定された時

間に登校できない場合は、他地区の登校時間になっても構いません。

※ 昇降口で、健康観察カードの有無や体調の確認を行います。ご家庭では、朝の検温・

健康チェックと健康観察カードへの記入を確実に行ってください。

２ 下校時刻の繰り上げ期間の延長
８月３０日(月)～９月１０日(金)⇒ 延長 ９月１３日(月)～９月３０日(木)
給食後に下校
※ 学童保育は下校後、対応できるそうです。



３ オンライン授業
・ 個別の対応が必要なご家庭への国語・算数を中心とした通常の授業の配信と
内容の充実に向けた研修の強化

・ ６年生における５校時オンライン授業の実施
※配信する教科や内容等を検討し、９月２１日（火）から実施

○家庭にお願いする継続及び強化
１ お子様はもちろんのこと、ご家族等に、発熱や咳等の風邪の症状がみられる場
合には、お子様の登校を控えていただくとともに、必ず医療機関の受診をお願い
します。
※お子様もしくはご家族等のコロナワクチン接種による発熱の場合も同様です。
※受診の際は、PCR検査等を医師に申し出ていただきますようお願いいたします。
※きょうだい児がいる場合も、同様に登校を控えてください。

２ お子様もしくは同居のご家族が、新型コロナウイルス感染症の検査（ＰＣＲ検査
等）を受ける場合は、お子様の登校を控えていただくとともに、必ず学校に連絡
をお願いします。また、結果につきましても速やかに連絡をお願いします。

※学校が休みの日（土日、祭日）に「陽性」が判明した場合や、学校が休みの日
にＰＣＲ検査を受けることが決まった場合は、「新宮町役場」へご連絡ください。
折り返し、学校より連絡いたします。

新宮町役場 電話番号 ０９２－９６２－０２３１

※感染者や濃厚接触者の個人情報を保護するため、個人

名等の情報をお知らせすることはできません。また、

ＳＮＳ等による個人を特定するようなやりとりについ

ては絶対になされないようにお願いいたします。

【連絡先】

新宮町立新宮北小学校
TEL:092-963-4700
FAX:092-963-4566


